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○ 

金
融
庁
等
の
職
員
が
検
査
の
際
に
携
帯
す
べ
き
身
分
証
明
書
等
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
九
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

め
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

１ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
検
査
の
際
に
金
融
庁
又
は
財

務
局
若
し
く
は
財
務
支
局
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書

又
は
証
票
は
、
別
紙
様
式
一
に
よ
る
。
た
だ
し
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
（
同

法
第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第

一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
十
七
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
五
並
び
に
第
百

八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
並
び
に
同
法
第
百
九
十
四

条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十

四
号
）
第
百
三
十
九
条
第
二
項
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
犯

罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二

号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監
視
委

員
会
に
委
任
さ
れ
た
検
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
（

同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
十
六
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
十
七

１ 

［
同
上
］ 

              
一 
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
（

同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
十
六
条
第
三
項
、
長
期
信
用
銀
行
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
十
七



 

2 

条
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九

条
第
一
項
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第

九
十
四
条
第
一
項
並
び
に
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
銀

行
法
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
（
長
期
信
用
銀
行

法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
十

二
第
二
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
三
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項

（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労

働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る

法
律
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
八
条
第
一
項
及
び
農
林
中

央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
三
第

二
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
七
条
第
二
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第

九
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

五
十
二
条
の
六
十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
銀
行
法
第
二
十

五
条
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
並
び
に
長
期
信
用

銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働
金
庫
法
第

条
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九

条
第
一
項
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）
第

九
十
四
条
第
一
項
並
び
に
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
銀
行
法

第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
十
二
第

二
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
三
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項
（
長

期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働
金

庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

第
六
条
の
五
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三

十
二
号
）
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
百
八
条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法

（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
並
び
に
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
三
第
二
項
、
水

産
業
協
同
組
合
法
第
百
七
条
第
二
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条

の
三
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六

十
一
第
二
項
に
お
い
て
適
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項

（
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫

法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
及
び
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
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九
十
四
条
第
三
項
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六

条
の
四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二

条
の
六
十
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

六
十
一
の
十
五
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
十
七
第
二
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六
十
の
二
十
一
第
三
項
（
信
用
金
庫
法

第
八
十
九
条
第
七
項
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条

の
六
十
の
三
十
三
第
二
項
（
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
七
項
及
び
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
五
第
三
項
（
信

用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
九
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
五
項
、
協

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
第
一
項
、
農

業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第

百
十
七
条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
三
の
二
第

二
項
及
び
第
八
十
五
条
の
十
一
第
六
項
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
十

二
第
六
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の

四
第
二
項
及
び
第
六
条
の
五
の
九
第
六
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二

条
の
五
の
八
第
六
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
六
条
第
六
項
並
び
に

農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
十
七
第
二
項
（
信
用

金
庫
法
第
八
十
九
条
第
九
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
五
項
、
協
同

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
五
第
三
項
（
信
用

金
庫
法
第
八
十
九
条
第
七
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
五
項
、
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
第
一
項
、
農
業

協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百

十
七
条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
六
項

、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
十
二
第
六
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
九
第
六
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十

二
条
の
五
の
八
第
六
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
六
条
第
六
項
及
び

農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
十
七
第
二
項
（
信
用
金
庫

法
第
八
十
九
条
第
七
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
五
項
、
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
第
一
項
、
農
業
協
同

組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
七

条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
六
項
、
労

働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
十
二
第
六
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
九
第
六
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条

の
五
の
八
第
六
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
六
条
第
六
項
及
び
農
林

中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
五
十
二
条
の
八
十
一
第
三
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十

七
条
、
無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
二
の

三
第
一
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
九
項
、
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
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組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
の
十
第
一
項
、
農
業

協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百

十
七
条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
三
の
二
第
二

項
及
び
第
八
十
五
条
の
十
一
第
六
項
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
十
二

第
六
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
四

第
二
項
及
び
第
六
条
の
五
の
九
第
六
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条

の
五
の
八
第
六
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
六
条
第
六
項
並
び
に
農

林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
五
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
二
条
の
八
十
一
第
三
項
（
長
期
信
用
銀

行
法
第
十
七
条
、
無
尽
業
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
三
十
五

条
の
二
の
三
第
一
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
十
一
項
、
労
働
金
庫

法
第
九
十
四
条
第
七
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
五
の
十
四
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
八
第
一
項

、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
条
第
一
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十

五
条
の
八
第
一
項
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
一
号
）
第
六
十
九
条
の
五
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の

二
第
二
項
及
び
第
六
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

［
一
の
二
～
八 

略
］ 

九 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
二

第
二
項
及
び
第
六
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を

条
第
七
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
八
第
一
項
、
水
産
業
協
同

組
合
法
第
百
二
十
条
第
一
項
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
八
第
一

項
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）

第
六
十
九
条
の
五
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
五
十
九
号
）
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

               
［
一
の
二
～
八 

同
上
］ 

九 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
百
二
条
第
一
項 
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含
む
。
） 

［
十
～
四
十
一 

略
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

 

［
十
～
四
十
一 

同
上
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


